
（平成２１年１２月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

厚生年金関係 11 件

年金記録確認群馬地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

群馬厚生年金 事案 495 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を

平成８年 11 月から９年 12 月までは 20 万円、10 年１月から同年７月まで

は 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年 11 月１日から 10 年８月 31 日まで 

    Ａ社に勤務していたときの被保険者期間のうち、平成８年 11 月から

10 年７月までの標準報酬月額が実際の報酬月額と相違している。当時

の報酬月額は 20 万円及び 36 万円ぐらいであったので、実際に支払わ

れていた給与に応じた標準報酬月額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 社会保険庁のオンライン記録及び商業登記簿謄本によると、申立人が取

締役を務めていたＡ社は、平成 10 年８月 31 日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっているところ、同日以降の同年 10 月 22 日付けで、申立人の

ほか３名の従業員の申立期間に係る標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂

正されており、申立人の場合、標準報酬月額が当初８年 11 月から９年 12

月までは 20 万円、10 年１月から同年７月までは 36 万円と記録されてい

たものが、それぞれ９万 2,000 円に訂正されていることが確認できる。 

なお、申立人は「申立期間当時、会社の社会保険事務の担当であったが、

その事務は社長の指示によるもので、権限は無かった」と申述している上、

事業主からの「当時、厚生年金保険料等の滞納があり、その解消のため、

私が社会保険事務所の職員と相談した。申立人は標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正

に関して責任は無かった」との証言を踏まえると、申立人が当該事業所の

社会保険事務担当者として、当該遡及
そきゅう

訂正処理に関して責任を負うべき立

場にあったとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は無く、

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申 

 



                      

  

立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

平成８年 11 月から９年 12 月までは 20 万円、10 年１月から同年７月まで

は 36 万円と訂正することが必要と認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

群馬厚生年金 事案 496 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①に係る船員保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に

係る記録を昭和 21 年３月 12 日、資格喪失日に係る記録を同年８月 23 日

とし、申立期間①に係る標準報酬月額を同年３月は 220 円、同年４月から

同年７月までは 210 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 21 年３月 12 日から同年８月 23 日まで 

               （Ａ社） 

             ② 昭和 21 年８月 30 日から 24 年７月 26 日まで 

               （Ｂ社）              

    両申立期間について、Ａ社及びＢ社に所属し、船員として勤務したが、

社会保険事務所に記録の照会をしたところ、船員保険の加入記録が無

い旨の回答を受けた。当時の船員手帳を所持しているので、両申立期

間について船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、申立人が所持している船員手帳によると、申立人

が昭和 21 年３月 12 日から同年８月 23 日までの期間、機関長としてＣ国

所有船舶のＤ号に乗船していることが確認でき、同船の航海士及び機関士

も申立人が乗船していたと証言している。 

また、申立人が所持している卒業証書によると、申立人はＥ校を昭和

20 年 12 月 24 日に卒業していることが確認できるところ、申立人は「Ｅ

校卒業後の昭和 21 年３月上旬にＡ社から自宅に電報があり、Ａ社Ｆに出

頭し、同年３月 12 日からＤ号に乗船した」と申述しており、申立人のほ

か同校の同期生多数が、申立人と同様にＡ社からの電報により、同社に出

頭し、21 年３月ごろから米軍から貸与を受けた 20 隻前後のＬＣＴ（戦車

上陸用小型舟艇）に乗船した旨を証言していることを踏まえると、申立人

のほか前述の同期生は同社に採用されたことが推認できる。 



                      

  

さらに、申立人と同様にＤ号に乗船していた同僚の船員手帳には「昭和

22 年９月３日、Ｄ号を米国に返還のため下船」と記載されていることか

ら、申立期間①中においても、同船をＡ社が米国から貸与を受けていたこ

とがうかがえる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間①につい

て、船員保険被保険者として、Ａ社により船員保険料を給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の船員手帳に記載さ

れている給料から、昭和 21 年３月は 220 円、同年４月から同年７月まで

は 210 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は既に解散しており、確認できないが、仮に、事業主から

申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その被保険者

資格の喪失届も提出する機会があったこととなるが、いずれの機会におい

ても社会保険事務所が当該届出を記録しないことは考え難いことから、事

業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間①の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は申立期間①に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 ２ 申立期間②について、申立人は昭和 21 年８月 30 日からＢ社に雇用され、

駐留軍船舶に乗船していたと申し立てているところ、申立人が所持してい

る船員手帳、米軍船舶船長による乗船証明及び輸送船乗組員名簿によると、

申立人が申立期間②において駐留軍船舶に乗船していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、当該事業所が船員保険

の適用事業所となったのは、昭和 24 年７月 27 日である上、申立人と共に

輸送船＊号に乗船していた同船の船長、一等航海士のほか、同事業所の同

僚の船員保険の被保険者資格取得日も同日であり、申立人と同様に申立期

間②における船員保険被保険者記録は確認できない。 

また、当該事業所の業務の一部を継承している独立行政法人Ｇ機構に申

立人に係る関連資料は残存していない上、申立人は申立期間②における船

員保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明

細書等の資料を保有しておらず、このほか、申立人の申立期間②における

船員保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間②に係る船員保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

 

 

 



                      

  

群馬厚生年金 事案 497 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額（36 万円）であったと認められることから、申立期間の標

準報酬月額を 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年６月１日から同年 11 月 30 日まで 

    Ａ社における厚生年金保険被保険者期間である平成７年６月１日から

同年 11 月 30 日までの標準報酬月額が、14 万 2,000 円に引き下げられ

ている。当時の報酬月額は 35 万円ぐらいであったので、実際に支払わ

れていた報酬月額に応じた標準報酬月額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 社会保険庁のオンライン記録及び商業登記簿謄本によると、申立人は、

取締役を務めていたＡ社の厚生年金保険の被保険者資格を平成７年 11 月

30 日に喪失しているところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

った８年３月 31 日より後の同年４月 10 日付けで、申立人のほか同社の事

業主の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂正されており、申立人の場合、

申立期間に係る標準報酬月額が当初 36 万円と記録されていたものが、14

万 2,000 円に訂正されていることが確認できる。 

また、事業主及び従業員の証言は得られないものの、申立人は「当初、

肩書きは代表取締役であったが、会社を興した後任の代表取締役に自分の

人脈を頼られて入社し、その人脈により営業専門に担当していたため、社

会保険事務に関与したことはない。また、平成８年４月８日に開かれた債

権者会議の数か月前からほとんど出社しておらず、報酬も受けていない」

と申述しているところ、事実、商業登記簿謄本によると、申立人は平成７

年 12 月 27 日付けで代表取締役を辞任して取締役に就任していることが確

認できる上、申立人は、当該減額訂正が行われた８年４月 10 日より前の

７年 11 月 30 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していたことを踏ま

えると、申立人が当該減額訂正に関与していたとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は



                      

  

無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た 36 万円と訂正することが必要と認められる。 

 



  

群馬厚生年金 事案 498 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 37 年６月から 44 年３月まで 

              (Ａ社又はＢ社) 

             ② 昭和 44 年８月から 49 年３月まで 

              (Ｃ社) 

             ③ 昭和 50 年２月から 56 年３月まで 

                          (Ｄ社) 

             ④ 昭和 57 年１月から 60 年７月まで 

              (Ｅ社) 

             ⑤ 昭和 61 年１月から平成元年３月まで 

              (Ｆ社) 

    各申立期間に各事業所において勤務したが、社会保険事務所に記録の

照会をしたところ、厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答を受けた。

勤務していたことは確かなので、各申立期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人がＡ社（現在は、Ｇ社）の配送部門を請け

負っていたＢ社に勤務していたことは、事業主及び同僚の証言によりう

かがえるものの、同社に関連資料が保存されていないことから、申立人

の勤務期間を特定できない。    

また、当該事業所の事業主は「当時は経営が苦しく、社会保険に加入

することはできなかった」と回答しているところ、社会保険庁の記録に

よると、同事業所が厚生年金保険の適用事業所として確認できるのは平

成３年 12 月６日であり、申立期間において、事業主及び申立人を含めた

従業員の厚生年金保険の加入記録も確認できない。 



  

 申立期間②について、申立人はＣ社（現在は、Ｈ社）に勤務していたと

主張しているが、当時の従業員から申立人及び申立人から名前の挙がった

同僚に関する証言が得られないことから、申立人が同社に勤務していた事

実を推認できない上、同社が保管している社会保険関係資料に申立人及び

当該同僚の氏名は見当たらないことから、事業主により申立人に係る厚生

年金保険の被保険者資格取得届が提出された事情はうかがえない。 

 申立期間③について、申立人の「Ｄ社に直接雇用されておらず、世話役

が事業所から仕事を請け負い、その下で勤務していた」との申述を踏まえ

ると、申立人がＤ社の従業員であった事情はうかがえない上、同社は「申

立人が弊社の社員として在籍していた記録は見当たらない。下請業者や一

人親方等の様々な方が現場ごとに従事しており、申立人はその中の一員で

あったと思われることから、厚生年金保険には加入していなかったのでは

ないか」旨の回答をしている。 

申立期間④に係るＥ社（現在は、Ｉ社）における勤務形態について、申

立人は「冬場の期間（おおよそ１月から３月まで）だけ住み込みで勤務し

た」と証言しているところ、同社が保管している季節労働者台帳に申立人

の氏名は見当たらず、申立人が記憶している同僚からも証言を得られない

ため、申立人が同社に勤務していた事実を推認できない。 

また、当該事業所は「季節労働者は一部の者のみを社会保険に加入させ

ていた」と回答しているところ、申立人が記憶する季節労働者であった同

僚も厚生年金保険の加入記録が確認できない上、申立人の厚生年金基金加

入員記録も確認できないことから、同事業所は必ずしも従業員のすべてを

厚生年金保険に加入させる取扱いでなかったことがうかがえる。 

申立期間⑤について、申立人はＦ社に勤務していたと主張しているが、

複数の従業員は申立人を記憶しておらず、申立人が記憶する同僚からも証

言を得られないことから、申立人が同社に勤務していた事実を推認できな

い。 

また、当該事業所が保管している賃金台帳及び源泉徴収票に申立人の氏

名は見当たらない上、同事業所は「正社員、準社員、短期労働者の賃金台

帳ですべての従業員を確認できるが、いずれにおいても申立人の氏名が見

当たらないことから、申立人は班長（一人親方）の下で勤務していたと考

えられ、この勤務形態の者については全員を厚生年金保険に加入させてい

なかった」と回答していることを踏まえると、同事業所は業務に従事して

いる者のすべてを厚生年金保険に加入させる取扱いでなかったことがうか

がえる。 

 さらに、申立人はすべての申立期間ついて、「会社から健康保険証は交

付されず、国民健康保険に加入していた」と申述しているところ、事実、

少なくとも申立人が住民票を現在の住所地に異動する以前から現在に至る



  

まで国民健康保険の加入記録が確認できる上、申立人は各申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

給与明細書等の資料を保有しておらず、その記憶も明確でない。 

 このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、各申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 499 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年５月 21 日から９年１月 21 日まで 

 社会保険事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。給

与支給明細書及び源泉徴収票を保有しているので、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保有しているＡ社から交付された「平成８年分給与所得の源泉

徴収票」によると、申立人の就職年月日は平成８年 11 月 14 日と記載され

ているが、申立期間当時に在籍していた同僚から明確な証言を得ることが

できず、雇用保険の加入記録も確認できないことから、申立人の勤務開始

日を特定できない。 

また、申立人から提出された当該事業所の給与支給明細書は、申立期間

である平成８年５月分及び同年７月分から９年１月分までの期間のもので

あるが、その厚生年金保険料控除額は、８年 11 月分から９年１月分まで

の期間は記載されていないにもかかわらず、それより前の８年５月分及び

同年７月分から同年 10 月分までの期間において確認できるところ、①平

成８年 10 月分以前の控除額は、いずれも同年 10 月改定による厚生年金保

険料率で計算された額であり、当該料率改訂前の給与において改訂後の保

険料率で控除されるとは考え難いこと、②申立人は平成９年中の給与支給

明細書を同年３月分から同年 12 月分については保有していないこと、③

「平成８年 12 月分」と印字されている給与支給明細書において、その年

月が手書きにより「平成９年２月分」に訂正されていること、④前述の平

成８年分源泉徴収票において、社会保険料等の金額は「０円」と記載され

ていること等、これらの事情を踏まえると、申立人から提出された厚生年

金保険料の控除が確認できる８年５月分及び同年７月分から同年 10 月分



  

までの期間の給与支給明細書は、８年中に交付されたものとは考え難く、

９年中に交付されたものと考えられる。 

さらに、事業主から提供のあった健康保険厚生年金保険被保険者資格取

得確認通知書によると、申立人の資格取得日は平成９年１月 21 日であり、

社会保険庁の記録どおりに事業主により申立人に係る届出がなされたこと

が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 500 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年１月 29 日から 47 年１月まで 

    昭和 43 年 12 月１日から 47 年１月までＡ社に勤務した。この期間の

厚生年金保険の加入記録を社会保険事務所に確認したところ、45 年１

月 29 日以降の期間について、厚生年金保険に加入していた事実が無い

旨の回答を受けた。申立期間について厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録において、申立人が勤務していたＡ社は、昭和

45 年１月 29 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなり、社会保険事務

所が保管している同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、

申立人を含む 10 名の被保険者資格喪失日は同日と記録されているところ、

当時の同僚は「昭和 44 年の年末ごろ、会社は倒産した」と証言しており、

申立人自身も「昭和 45 年５月に結婚式を挙げたが、婚約指輪と結納品を

準備しているころに、会社が倒産し、社長に頼まれ、商品を持ち出し、自

宅に保管していた」と述べていることを踏まえると、同社は 44 年 12 月ご

ろに、事実上、倒産していたものと考えられ、申立人が申立期間において

同社に勤務していた事情はうかがえない。 

なお、申立人の申立期間当時の国民年金記録によれば、申立人は、昭和

44 年 11 月に被保険者資格を取得し、45 年３月以降の国民年金保険料につ

いて、同年５月に国民年金の被保険者資格を取得したその妻と共に申請免

除の記録になっていることが確認できる。 

また、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていた事実を

確認できる給与明細等を保有しておらず、このほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

無い。 



  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 501 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年６月１日から 55 年７月１日まで 

               （Ａ社Ｂ店） 

                          ② 昭和 55 年７月１日から 57 年９月 11 日まで 

               （Ａ社） 

             ③ 平成７年１月２日から同年 11 月１日まで 

                (Ｃ社) 

             ④ 平成８年８月１日から９年９月１日まで 

                (Ｃ社) 

Ａ社Ｂ店及び同社Ｄ店に昭和 53 年 12 月 21 日から勤務し、54 年６月

以降は手取りで毎月 30 万円程度が支給されていたが、社会保険庁の記

録では、標準報酬月額が同年６月から 56 年７月までは 24 万円、同年８

月から 57 年８月までは 30 万円となっている。また、Ｃ社に２度勤務し

たが、双方共に手取りで 30 万円という約束で入社した。実際に同額の

給与が支給されていたが、社会保険庁の記録では、平成９年８月までの

期間の標準報酬月額が、それぞれ手取り額の 30 万円となっている。各

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、Ａ社の入社前に、その業務の経

験があったことから、給与は高額であったと主張しているところ、社会保

険事務所の記録によると、同時期に入社した同僚の標準報酬月額が 18 万

円であることに比べて、申立人の標準報酬月額は 24 万円となっており、

申立人の標準報酬月額が著しく低額である事情はうかがえない。 

また、申立人は「申立期間①当時の上司に給与の引き上げを依頼したと

ころ、主任手当を５万円に引き上げてもらい、技術手当も加算されるよう



  

になった」と主張しているが、当該事業所の本店は「当時の賃金台帳や社

会保険関係届出書などの関連資料は無い」と回答しているものの、申立期

間①当時の同事業所Ｂ店の店長は「従業員の給料については、全店舗の店

長会議及び役員会議の中で、従業員間のバランスを考慮し、その者の評価

をしていたので、その会議を経なければ引き上げは無かった。また、当時

の主任手当は１万円から２万円であり、技術手当は無かった」と証言して

いる上、申立期間①当時の経理担当者は「標準報酬月額の届出は、新規取

得時及び毎年行われる定時決定時に支払われた給料により行われたもので

あり、その届出により決定された標準報酬月額に基づく保険料控除を行っ

ていた」と証言していることから、申立人の主張を裏付けることができな

い。 

申立期間③及び④について、申立人は、「Ｃ社に勤務していた期間の標

準報酬月額は、当時の手取り金額であり、控除されていたものを含めると、

標準報酬月額は多くなるはず」と主張しているが、Ｃ社の事業主からは

「雇用契約時の賃金は、報酬月額によるものであり、手取り額によるもの

ではない」との証言を得ている上、同社から提出された申立人の申立期間

③に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格取得年月日訂正届は、社会保

険事務所が行った総合調査の指摘に基づき平成７年７月 24 日に提出され

たものであることがうかがえ、申立人の被保険者資格取得日について、当

初、同年２月１日で届出がされていたものが同年１月２日に訂正されてい

る一方、その標準報酬月額については訂正されておらず、社会保険事務所

における総合調査は、出勤簿及び賃金台帳等を確認した上で行われること

を踏まえると、申立期間③において、申立人が主張する給与額が支給され

ていたとは考え難い。 

また、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人の当該事業所にお

ける標準報酬月額が、申立期間④は 30 万円、その後の平成９年９月１日

からは 38 万円であることが確認できるところ、同様に同事業所から提出

された申立人の申立期間④に係る被保険者標準報酬決定通知書及び被保険

者報酬月額変更決定通知書に記載されている給与額は、同年５月支給分は

社会保険庁の記録と一致している 30 万円、同年６月支給分から同年８月

支給分は 37 万 8,000 円であり、この同年６月からの給与額の上昇に伴い、

厚生年金保険法の規定に基づく改訂後の給与が支給された４か月後に標準

報酬月額の随時改定をするための被保険者報酬月額変更届が、事業主によ

り社会保険庁の記録どおり提出されていることが確認でき、申立人の申立

期間④に係る標準報酬月額が、申立人の主張する標準報酬月額であった事

情はうかがえない。 

さらに、申立人は、その主張に基づく各厚生年金保険料が給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等を保有しておらず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 



  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

各申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 502 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から６年 11月 30日まで 

    代表取締役として勤務したＡ社における被保険者期間のうち、平成４年

10 月１日から６年 11 月 30 日までの標準報酬月額が、在職時の報酬月額と

相違している。当時の報酬月額は 55 万円から 56 万円であったので、実際

に支払われていた報酬月額に応じた標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が代表取締役を務めるＡ社

は、平成６年 11 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていると

ころ、同日付けで申立期間に係る標準報酬月額が 53 万円と記録されていた

ものが、28万円に遡及
そきゅう

して減額処理されていることが確認できる。 

   一方、申立人は「滞納保険料の支払方法について管轄の社会保険事務所に

相談したところ、平成６年 10 月ごろに社長の役員報酬を下げることにより

保険料負担が軽くなるので、差額を持ってくれば良いと説明を受けた。残金

を分割にしてもらおうと思ったが、あと 50 万円用意すれば、残金はいらな

いと言われた」と回答していることから、申立人は当該事業所が負担すべき

保険料が縮減されることを承知していたものと推認でき、代表取締役である

申立人の一切の関与も無しに当該手続が行われていた事情はうかがえず、会

社の業務を執行する責任を負っている代表取締役である申立人が、当該減額

処理に関与していないとは認め難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責

任を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理

が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立期間における

標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 503 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10月１日から７年６月 24日まで 

    代表取締役として勤務したＡ社における被保険者期間のうち、平成６年

10 月１日から７年６月 24 日までの標準報酬月額が、在職時の報酬月額と

相違している。当時の報酬月額は 36 万円であったので、実際に支払われて

いた報酬月額に応じた標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が代表取締役を務めるＡ社

は、平成７年６月 24 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていると

ころ、同日以降の同年６月 28 日付けで申立期間に係る標準報酬月額が当初

36 万円と記録されていたものが、９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して減額処理されてい

ることが確認できる。 

   一方、申立人は当該減額処理について「保険料の滞納があったので社会保

険事務所が帳じりを合わせるために行ったのだろう。私自身は全く知らなか

った」と述べているが、申立人の被保険者資格喪失に伴う健康保険証の返納

日が当該減額処理日である平成７年６月 28 日と同日である上、「代表者印

は私が管理していた」との申述を踏まえると、代表取締役である申立人の一

切の関与も無しに当該手続が行われていた事情はうかがえず、会社の業務を

執行する責任を負っている代表取締役である申立人が、当該減額処理に関与

していないとは認め難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責

任を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額の訂正処理が有効な

ものでないと主張することは信義則上許されず、申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 504 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 11月１日から６年 11月 30日まで 

 Ａ社の事業主であったときの報酬月額は 60 万円ぐらいだったが、標準報

酬月額が平成４年 11 月１日から８万円になっているので、記録の訂正をし

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録及び商業登記簿謄本によると、申立人が代表

取締役を務めていたＡ社は、平成６年 11 月 30 日に厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっているところ、同日以降の同年 12 月７日付けで申立期間に係

る標準報酬月額が当初 53 万円と記録されていたものが、８万円に遡及
そきゅう

して減

額処理されていることが確認できる。 

一方、申立人は、申立期間に係る標準報酬月額が訂正されていることは知

らなかった旨を申述しているものの、当時の経理担当者が保管していた申立

人が作成したものと推認できる健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書によると、当該担当者以外はマスキングにより氏名等が確認できない

ものの、その最上段は健康保険整理番号が「＊」である申立人であることが

推認でき、そこに記載されている標準報酬月額は申立人の減額後の８万円と

確認できる上、当該事業所の社判が押された当該喪失確認通知書の社会保険

事務所における受付印の日付は、当該減額処理がされた平成６年 12 月７日と

同日であることを踏まえると、代表取締役である申立人の一切の関与も無し

に当該減額処理が行われた事情はうかがえず、代表取締役であった申立人が

当該減額処理に関与していなかったとは認め難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責

任を負っている代表取締役として、当該標準報酬月額の減額処理が有効なも

のでないと主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

群馬厚生年金 事案 505 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月 21日から 47年２月 21日まで 

 Ａ社（後に、Ｂ社）に、昭和 42年 12月１日から 48年９月１日までの期

間、継続して勤務していたが、社会保険事務所の記録では、46 年４月 21

日から 47 年２月 21 日までの期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてもＡ社に継続して勤務していたと申し立てて

いるが、同社は既に閉鎖されており、申立人に係る関連資料等は保管してい

ない上、同社の２名の従業員からの証言は、「昭和 46 年ごろ、県内のゴルフ

場の工事が始まったが、その時に申立人は辞めていたと思う」、「昭和 46 年

11 月の挙式に申立人を呼んでいないので、退職していたのではないか」と、

いずれも申立人が申立期間において同社を退職していたことをうかがわせる

ものであり、このほかの従業員からも、証言等を得られないことから、申立

人が申立期間に同社において勤務していたことを推認できない。 

また、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録によると、当該事業

所を昭和 46 年４月 20 日に離職し、47 年２月 21 日に再度加入しており、厚

生年金保険の記録と一致していることから、社会保険事務所の記録どおりに、

事業主により申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されたこ

とが推認できる。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていた事実を

確認できる給与明細書等を保有しておらず、このほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

群馬厚生年金 事案 506 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年 10月ごろから 28年 11月１日まで 

               （Ａ社Ｂ所） 

                          ② 昭和 32年５月ごろから同年 12月ごろまで 

               （Ｃ社Ｄ出張所） 

 Ａ社Ｂ所に昭和 27 年 10 月ごろから勤務していたが、厚生年金保険の加

入記録は 28 年 11 月１日からであり、Ｃ社Ｄ出張所には、32 年５月ごろか

ら同年 12 月ごろまでの期間勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が無

い旨の回答であった。両申立期間について、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人がＡ社Ｂ所に勤務していたことは、期間の特

定はできないものの、申立人の申立内容及び同僚の証言からうかがえる。 

しかし、申立人は臨時雇用として入社したと申述しているところ、申立人

と同時期に当該事業所において厚生年金保険被保険者資格を取得している同

僚は、「一年間の臨時雇用期間の後、厚生年金保険に加入となった」旨証言

しており、ほかの複数の同僚も臨時雇用期間については、いずれも加入記録

が確認できないことから、同事業所の事業主は、臨時雇用を含めたすべての

従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させておらず、一年間の試用期間

を設けていた事情がうかがえる。 

   申立期間②について、社会保険事務所の記録によると、申立人が勤務して

いたとするＣ社Ｄ出張所は、昭和 32 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業

所となっており、申立期間②のうち、同年５月から同年９月までの期間は、

適用事業所であった記録は確認できないところ、申立人からは現場名が記載

された写真が提出されたものの、その撮影時期は特定できない上、同社が適

用事業所となった時点において被保険者資格を取得している従業員からは、



  

申立人に関する証言が得られないことから、申立人が申立期間②において、

同社に勤務していたことを推認できない。 

また、申立人は、「現場採用のダンプカーの運転手であった」と述べてい

るところ、Ｃ社は、「申立期間②における申立人の在籍記録は無い。現場単

位で雇用契約を行っており、社会保険加入の可否も現場で判断していたもの

と思われる。また、本社採用と現場採用では、社会保険の加入の取扱いが違

っていた。現場採用の場合には、非加入扱いとなっていた」と回答している

上、申立期間にＣ社Ｄ出張所において経理担当として勤務していた従業員は、

「ダンプカーや重機の運転手及び電気関係の仕事をしていた人は、厚生年金

保険に加入させていなかったが、過去に経験のある者については、加入させ

る場合もあった」と具体的な証言をしていることを踏まえると、同社におい

ては、職種等により、すべての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いで

はなかったことがうかがえ、申立人についても、職種により非加入とされた

事情がうかがえる。 

さらに、申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていた事実

を確認できる給与明細書等を保有しておらず、このほか、申立人の両申立期

間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 507 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 10月１日から 10年３月 10日まで 

    Ａ社に勤務していたときの報酬月額は、44 万円ぐらいだったが、標準報

酬月額が平成９年 10 月１日から９万 8,000 円になっているので、記録の訂

正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録及び商業登記簿謄本によると、申立人が代表

取締役及び取締役を務めていたＡ社は、平成 10 年３月 10 日に厚生年金保険

の適用事業所ではなくなっているところ、同日以降の同年７月 10 日付けで

申立期間に係る標準報酬月額が当初 44 万円と記録されていたものが、９万

8,000円に遡及
そきゅう

して減額処理されていることが確認できる。 

   一方、当該商業登記簿謄本では、申立人は、申立期間当初は代表取締役で

あったが、当該減額処理日時点においては取締役であることが確認できると

ころ、申立内容を確認する書簡に対し、申立人からの回答が無いため、詳細

な事情の収集はできないものの、当該事業所の関係者が「申立人は、取締役

であった時期も会社の業務について権限を有しており、事実上の代表取締役

であった。また、保険料の滞納もかなりあった」旨を証言している上、申立

人が取締役であった時期の代表取締役には厚生年金保険の加入記録が無いこ

と等の事情を踏まえると、会社の業務の執行に関して、申立人は、代表取締

役と同等の権限を有していたものと推認できることから、社会保険事務に関

しても、申立人の一切の関与も無しに届出が行われた事情はうかがえず、申

立人が当該減額処理に関与していなかったとは認め難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、当該事業所の取締役とし

て、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効な

ものでないと主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

群馬厚生年金 事案 508 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 32年７月 26日から 34年４月 15日まで 

    Ａ社に昭和 32 年１月ごろから 34 年 10 月までの期間、事業所二階の寮に

住み込みで継続して勤務していたが、社会保険事務所の記録は、32 年５月

１日から同年７月 26 日までの期間及び 34 年４月 15 日から同年 10 月 26

日までの期間が厚生年金保険の被保険者期間となっており、申立期間が空

白となっている。申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間においてもＡ社に継続して勤務していたと申し立てて

いるが、社会保険庁のオンライン記録によると、同社は平成７年８月 30 日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間当時の事業主も既

に死亡していることから、申立人の申立期間当時の勤務の実態について確認

することができない。  

 また、申立人は当該事業所における当時の同僚等を７名記憶しており、そ

のうち連絡が取れた２名は、申立人が在籍していたことは記憶しているもの

の、その勤務期間については明確ではないと証言している上、申立期間当時

在籍していた従業員で連絡の取れた 10 名のうち３名からは、前述の２名と同

様の証言を得ており、ほかの６名は申立人の記憶は無いとしているほか、残

りの１名は「申立期間に数か月間、当該事業所内の寮で生活をしていたが、

申立人は記憶に無い」と証言しているなど、いずれの証言によっても、申立

人の申立期間における勤務の事実を確認できない。 

さらに、申立人から提出された複数の写真について、社員旅行の写真は、

参加している同僚から推測すると、申立期間前の在籍期間中である昭和 32 年

４月末から同年５月初めごろのものと考えられ、申立期間中にあたる満 19 歳

と記載された同僚との記念写真は、２人に所縁
ゆ か り

のあるＢ市において撮影され



  

ており、当該事業所の寮で撮影と記載された写真は、撮影時期が不明である

など、これらの写真において、申立人の同事業所における申立期間の勤務実

態を推認することはできない。  

 加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料控除の事実を確認できる

給与明細書等の資料を保有しておらず、その記憶も明確ではない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


